
２．給与所得控除の改正                                 

①給与所得控除額が一律１０万円引き下げられます。 
②給与所得控除の上限が適用される給与等の収入額を１，０００万円から８５０万円に、上限額を２２０万円か

ら１９５万円に引き下げられます。 
 

給与等の収入金額 
給与所得控除額 

改正前 改正後 

１６２万５千円以下 ６５万円 ５５万円 

１６２万５千円超１８０万円以下 その収入金額×４０％ その収入金額×４０％－１０万円 

１８０万円超３６０万円以下 その収入金額×３０％＋１８万円 その収入金額×３０％＋８万円 

３６０万円超６６０万円以下 その収入金額×２０％＋５４万円 その収入金額×２０％＋４４万円 

６６０万円超８５０万円以下 その収入金額×１０％＋１２０万円 その収入金額×１０％＋１１０万円 

８５０万円超１，０００万円以下 その収入金額×１０％＋１２０万円 １９５万円 

１，０００万円超 ２２０万円 １９５万円 

 
※子育て世帯や介護世帯に配慮する観点から、所得金額調整控除の措置があります。 
※ただし、給与等の収入金額が６６０万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第５により求め

ます。 


